
平成２２年６月１８日

輸出貿易管理令の一部を改正する政令について

平成２１年１２月、エリトリアに対する武器禁輸等を内容とする国連安保理決

議第１９０７号が採択されたことを踏まえ、エリトリアを仕向地とする通常兵器

等の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合等の貨物の輸出に

ついて、経済産業大臣の許可を受ける義務を課すものです。

１．改正の概要について

我が国においては、外国為替及び外国貿易法に基づき、国際的な平和及び安

全の維持の妨げとなる特定の種類の貨物の輸出については、その輸出に際して

経済産業大臣の許可を受ける義務があります。

当該義務の対象となる貨物の種類及び仕向地については、国際合意に基づき

輸出貿易管理令（以下、「輸出令」という。）別表第１の１の項から１５の項に

おいて個別に指定しております。

他方、輸出令別表第１の１６の項に掲げる貨物については、国連安全保障理

事会において武器の禁輸が決議された国（国連武器禁輸国）に向けて輸出する

場合は、通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合等について許可を受

ける義務を課しています。

本政令は、平成２１年１２月の国連安保理において、エリトリアに対する武

器禁輸等を内容とする国連安保理決議第１９０７号が採択されたことを踏まえ、

輸出令別表第３の２に「エリトリア」を追加するものです。

２．今後の予定

公 布 平成２２年 ６月２３日

施 行 平成２２年 ９月 １日
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